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租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号） 

 

(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 

 

第十条の二 青色申告書を提出する個人が、平成三十年四月一日(第二号及び第三号に

掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正す

る法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日)から令和四年三月三十一日までの期

間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の次の各号に掲げる区分

に応じ当該各号に定める減価償却資産(以下この条において「高度省エネルギー増進

設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの

を取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを

国内にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。同項

において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属

する年を除く。同項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所

得の金額の計算上、当該高度省エネルギー増進設備等に係る償却費として必要経費

に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該高度省エ

ネルギー増進設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額

の百分の二十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」とい

う。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該高

度省エネルギー増進設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入

される金額を下ることはできない。 

一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七

条第三項ただし書に規定する特定事業者、同法第十九条第一項に規定する特定連

鎖化事業者(同行に規定する特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業(同法第十八条第

一項に規定する連鎖化事業をいう。以下この号において同じ。)の加盟者(同法第

十八条第一項に規定する加盟者をいう。以下この号において同じ。)を含む。)又

は同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者若しくは同項第二号に規

定する管理関係事業者(同項に規定する認定管理統括事業者又は同号に規定する管

理関係事業者が同法第十八条第二項ただし書きに規定する特定連鎖化事業者であ

る場合には、これらの者が行う連鎖化事業の加盟者を含む。) 同法第十五条第一

項、第二十六条第一項又は第三十七条第一項の規定によりこれらの規定の主務大

臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネ

ルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下第三号までにおいて

同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の

合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(これらの加盟者の同法第二

十六条第一項又は第三十七条第一項の計画に係るものにあつては、これらの加盟
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者が設置しているこれらの連鎖化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等

に係るものとして政令で定めるものに限る。) 

二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項の認定を受けた同

項の工場等を設置している者 当該認定に係る同法第四十七条第三項に規定する

連携省エネルギー計画に記載された同法第四十六条第一項に規定する連携省エネ

ルギー措置の実施により取得又は製作若しくは建設(次号において「取得等」とい

う。)をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するも

のとして政令で定めるもの 

三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項の認定を受けた同

項の荷主 当該認定に係る同法第百十八条第三項に規定する荷主連携省エネルギ

ー計画に記載された同法第百十七条第一項に規定する荷主連携省エネルギー措置

の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合

理化に資するものとして政令で定めるもの 

２ 前項の規定により当該高度省エネルギー増進設備等の償却費として必要経費に算

入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該高度省エネルギー増進

設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該高度省エネ

ルギー増進設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条

第一項の規定にかかわらず、当該高度省エネルギー増進設備等の償却費として同項

の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が

必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。 

３ 前条第八項第五号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この項

において「中小事業者」という。)が、指定期間内に、高度省エネルギー増進設備等

でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高

度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中

小事業者の事業の用に供した場合において、当該高度省エネルギー増進設備等につ

き第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税

の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該高度省エネルギ

ー増進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項において

「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者の供

用年における税額控除限度額が、当該中小事業者の当該供用年の年分の同条第八項

第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるとき

は、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。 

４ 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引(所得税法第六十七条の二第三項

に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをい

う。以下この章において同じ。)により取得した高度省エネルギー増進設備等につい

ては、適用しない。 
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５ 第一項及び第三項の規定は、高度省エネルギー増進設備等の取得又は製作若しく

は建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ず

るもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた個人が、当該補

助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的

に適合した高度省エネルギー増進設備等については、適用しない。 

６ 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入

される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、高度省エネルギー増進

設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 

７ 第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修

正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含

む。)に同項の規定による控除の対象となる高度省エネルギー増進設備等の取得価

額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があ

る場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の

計算の基礎となる高度省エネルギー増進設備等の取得価額は、確定申告書に添付さ

れた書類に記載された高度省エネルギー増進設備等の取得価額を限度とする。 

８ その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第

百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額

の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の二第三項

(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。 

９ 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に

関し必要な事項は、政令で定める。 
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(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 

 

第四十二条の五 青色申告書を提出する法人が、平成三十年四月一日(第二号及び第三

号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改

正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日)から令和四年三月三十一日まで

の期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該法人の次の各号に掲げる区

分に応じ当該各号に定める減価償却資産(以下この条において「高度省エネルギー増

進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないも

のを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これ

を国内にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。同

項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による

解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。同項において

「供用年度」という。)の当該高度省エネルギー増進設備等に係る償却費として損金

の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法

人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該高度省エネルギー増

進設備等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定

する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度

額(当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の百分の二十に相当する金額をい

う。)との合計額とする。 

一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七条第三項ただし書に規定する特

定事業者、同法第十九条第一項に規定する特定連鎖化事業者(同項に規定する特定

連鎖化事業者が行う連鎖化事業(同法第十八条第一項に規定する連鎖化事業をい

う。以下この号において同じ。)の加盟者(同法第十八条第一項に規定する加盟者

をいう。以下この号において同じ。)を含む。)又は同法第二十九条第二項に規定

する認定管理統括事業者若しくは同項第二号に規定する管理関係事業者(同項に規

定する認定管理統括事業者又は同号に規定する管理関係事業者が同法第十八条第

二項ただし書きに規定する特定連鎖化事業者である場合には、これらの者が行う

連鎖化事業の加盟者を含む。) 同法第十五条第一項、第二十六条第一項又は第三

十七条第一項の規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の

計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定

するエネルギーをいう。以下第三号までにおいて同じ。)の使用の合理化のための

機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものと

して政令で定めるもの(これらの加盟者の同法第二十六条第一項又は第三十七条第

一項の計画に係るものにあつては、これらの加盟者が設置しているこれらの連鎖

化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等に係るものとして政令で定める

ものに限る。) 
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二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項の認定を受けた同

項の工場等を設置している者 当該認定に係る同法第四十七条第三項に規定する

連携省エネルギー計画に記載された同法第四十六条第一項に規定する連携省エネ

ルギー措置の実施により取得又は製作若しくは建設(次号において「取得等」とい

う。)をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するも

のとして政令で定めるもの 

三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項の認定を受けた同

項の荷主 当該認定に係る同法第百十八条第三項に規定する荷主連携省エネルギ

ー計画に記載された同法第百十七条第一項に規定する荷主連携省エネルギー措置

の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合

理化に資するものとして政令で定めるもの 

２ 前条第三項に規定する中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は

農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者

等」という。)が、指定期間内に、高度省エネルギー増進設備等でその製作若しくは

建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進

設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の事業の

用に供した場合において、当該高度省エネルギー増進設備等につき前項の規定の適

用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(同条第八項第二号に

規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその事業の用に供

した当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金

額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合におい

て、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の

当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超える

ときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。 

３ 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項

に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをい

う。以下この章において同じ。)により取得した高度省エネルギー増進設備等につい

ては、適用しない。 

４ 第一項及び第二項の規定は、高度省エネルギー増進設備等の取得又は製作若しく

は建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ず

るもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた法人が、当該補

助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的

に適合した高度省エネルギー増進設備等については、適用しない。 

５ 第一項の規定は、確定申告書等に高度省エネルギー増進設備等の償却限度額の計

算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 



租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第十条の二、第四十二条の五、第六十八条の十 

 

6 
 

６ 第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる

修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を

含む。)に同項の規定による控除の対象となる高度省エネルギー増進設備等の取得価

額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があ

る場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の

計算の基礎となる高度省エネルギー増進設備等の取得価額は、確定申告書等に添付

された書類に記載された高度省エネルギー増進設備等の取得価額を限度とする。 

７ 前条第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準

用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七

項」とあるのは、「次条第二項」と読み替えるものとする。 

８ 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し

必要な事項は、政令で定める。  
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(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 

 

第六十八条の十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結

子法人が、平成三十年四月一日(第四十二条の五第一項第二号及び第三号に掲げるも

のにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平

成三十年法律第四十五号)の施行の日)から平成三十二年三月三十一日までの期間(次

項において「指定期間」という。)内に、当該連結親法人若しくはその連結子法人の

同条第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める減価償却資産(以下この条にお

いて「高度省エネルギー増進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の

用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作

し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事

業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、

その事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)

の当該高度省エネルギー増進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の

限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三

第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十

一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該高度省エネルギー増進設備等の普

通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を

計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項

に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償

却限度額(当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額

をいう。)との合計額とする。 

２ 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前

条第八項第五号に規定する中小連結法人(同項第五号の二に規定する適用除外事業者

に該当するものを除く。)又は連結親法人である第四十二条の四第八項第七号に規定

する農業協同組合等に該当するもの(以下この項においてそれぞれ「中小連結親法

人」又は「中小連結子法人」という。)が、指定期間内に、高度省エネルギー増進設

備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又

は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当

該中小連結親法人又はその中小連結子法人の事業の用に供した場合において、当該

高度省エネルギー増進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度

の連結所得に対する調整前連結税額(前条第八項第二号に規定する調整前連結税額を

いう。以下この項において同じ。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(そ

の事業の用に供した当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の合計額の百分の

七に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の

税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又は
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その各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連

結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の

連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結

税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の

二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)

を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。 

３ 第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある

連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した高度省エネルギー増進設備等

については、適用しない。 

４ 第一項及び第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配

関係にある連結子法人で、高度省エネルギー増進設備等の取得又は製作若しくは建

設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるも

の(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けたものが、当該補助金

等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適

合した高度省エネルギー増進設備等については、適用しない。 

５ 第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子

法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。 

一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人 

二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人 

三 清算中の連結子法人 

６ 第一項の規定は、連結確定申告書等に高度省エネルギー増進設備等の償却限度額

の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 

７ 第二項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加さ

せる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求

書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる高度省エネルギー増進設備等の取

得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付

がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金

額の計算の基礎となる高度省エネルギー増進設備等の取得価額は、連結確定申告書

等に添付された書類に記載された高度省エネルギー増進設備等の取得価額を限度と

する。 

８ 前条第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準

用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七

項」とあるのは、「次条第二項」と読み替えるものとする。 

９ 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し

必要な事項は、政令で定める。 

 


